
参考２ 広報基本方針 

 

第 81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会 

広報基本方針について 

 
１ 趣旨 

第 81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会の開催にあたり、アイスホッ

ケーの魅力を多くの人に伝えることを目的に、大会及び競技の魅力を広報し、大会の機

運醸成を図る。 

 

２ 基本計画  

（１） 関係機関・団体との密接な連携のもとに、各種の広報媒体を計画的、効果的に活用

する。 

（２） 報道機関との連携を緊密にするとともに、インターネット等を活用して大会情報を

迅速かつ広域に伝達する。 

（３）大会を象徴する愛称及びスローガンを制定し普及を図るとともに、マスコットを活

用し大会の機運醸成を図る。 

（４）主に次の手法により広報を行う。  

ア 愛称、スローガン等による広報 

イ 印刷物やグッズ配布による広報 

ウ イベントやメディア（新聞、テレビ、ラジオ等）を通じた広報 

エ デジタル（ＳＮＳ等）を活用した広報 

 


